
５．手続の進め方（規則第９条第１項第５号）

事 前 面 談

終了

相談の申込

相談員の選任

相　　談

調停回付

相談員による説明

センター長 不受理

第１回調停期日指定当事者双方に通知

和解成立申立の取下げ

当事者双方に通知 当事者双方に通知

打切り（終了）
手続実施者による終了

和解契約書作成

申立手数料１０，０００円

申込手数料２０，０００円

無　料 終了

事前面談の申込

事前面談員の選任

【調停手続】

当事者による終了

（和解の成立の見込みがない場合）

調停手続の申立

調停員の選任

期日手数料(当事者各自)１０，０００円

第○回調停期日

不応諾

調査・測量手続

第１回調停期日
センター調停室にて

・手続の説明
・事情聴取
・争点の整理
・請求の特定
・解決案の提示

応　諾

相手方の希望により事前面談･相談手続

受　理 申立人に通知
相手方への
通知・意思確認・説明

期日手数料(当事者各自)１０，０００円

相手方に通知

（第1回調停期日手数料は，
 申立人が当事者双方分２万円を負担する。）

申立人に通知

申立人に通知

（調停を進行するために必要であると，
　当事者からの依頼があった場合）

相　談事前面談

当事者の希望により登記手続、境界標の設置　等

土地の境界に関する紛争


